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年

金

税

明
日
の
あ
な
た
を
考
え
て
…

年
金
は
あ
な
た
が

主
人
公
で
す

１１
月
は
「
ね
ん
き
ん
月
間
」
で

す
。公

的
年
金
制
度
の
意
義
や
役
割

を
正
し
く
認
識
し
、
年
金
制
度
に

対
す
る
理
解
を
深
め
、
年
金
を
よ

り
身
近
で
大
切
な
も
の
と
し
て
考

え
て
い
た
だ
く
た
め
、「
ね
ん
き
ん

月
間
」
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

年
金
は
自
分
自
身
の
老
後
の
問

題
と
認
識
し
て
、
あ
な
た
の
、
そ

し
て
家
族
の
年
金
に
つ
い
て
も
う

一
度
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

国
民
年
金
や
厚
生
年
金
な
ど
の

公
的
年
金
制
度
は
、
現
役
で
働
く

人
た
ち
の
納
め
る
保
険
料
が
高
齢

者
の
生
活
を
支
え
、
高
齢
者
に
な
っ

た
と
き
は
、
次
の
世
代
の
人
た
ち

が
納
め
る
保
険
料
に
よ
っ
て
年
金

を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
「
世

代
間
扶
養
」
の
し
く
み
と
な
っ
て

い
ま
す
。

こ
の
公
的
年
金
制
度
は
、
老
後

の
所
得
と
し
て
生
涯
に
わ
た
り
支

給
さ
れ
る
終
身
の
年
金
で
す
。
ま

た
、
万
が
一
の
事
故
や
病
気
で
障

害
が
残
っ
た
時
に
は
、
受
給
要
件

を
満
た
せ
ば
、
若
い
人
に
も
障
害

年
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

老
後
の
生
活
の
基
本
部
分
を

ガ
ッ
チ
リ
支
え
る

公
的
年
金
を
受
給
し
て
い
る
高

齢
者
世
帯
の
５９
・
９
％
が
公
的
年

金
の
み
で
生
活
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
公
的
年
金
は
高
齢
者
世

帯
の
平
均
所
得
の
７０
・
２
％
を
占

め
て
お
り
、
老
後
生
活
の
主
要
な

柱
と
し
て
、
な
く
て
は
な
ら
な
い

存
在
と
な
っ
て
い
ま
す
。

社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保

険
料
）
控
除
証
明
書
の
発
行

に
つ
い
て

納
付
の
あ
っ
た
国
民
年
金
保
険

料
は
、
所
得
税
及
び
住
民
税
の
申

告
に
お
い
て
全
額
が
「
社
会
保
険

料
控
除
」
の
対
象
と
な
っ
て
お
り
、

課
税
対
象
所
得
か
ら
控
除
さ
れ
ま

す
。控

除
を
受
け
る
際
に
は
、
保
険

料
を
納
付
し
た
こ
と
を
証
明
す
る

書
類
（
証
明
書
ま
た
は
領
収
証
書
）

を
申
告
書
に
添
付
す
る
こ
と
が
所

得
税
法
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
。こ

の
た
め
、
保
険
料
を
納
付
し

た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
が
必
要

と
な
る
こ
と
か
ら
、
社
会
保
険
庁

で
は
「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金

保
険
料
）
控
除
証
明
書
」（
ハ
ガ
キ

様
式
）
を
、
１１
月
上
旬
ま
た
は
翌

年
２
月
に
お
送
り
す
る
こ
と
に
し

て
い
ま
す
。

�

１１
月
送
付
対
象
者

１
月
１
日
か
ら
１０
月
１
日
ま

で
の
間
に
国
民
年
金
保
険
料
の

納
付
実
績
が
あ
る
方

�

翌
年
２
月
送
付
対
象
者

１０
月
２
日
か
ら
１２
月
３１
日
ま

で
の
間
に
、
そ
の
年
、
は
じ
め

て
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が

あ
っ
た
方

国
民
年
金
保
険
料
の
領
収
証
書

は
大
切
に
！

国
民
年
金
保
険
料
の
納
め
忘

れ
な
ど
に
よ
り
納
付
が
遅
れ
ま

す
と
、
証
明
額
な
ど
に
記
載
さ

れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
場
合
は
、
領
収
証
書
に

よ
り
控
除
額
を
自
己
申
告
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
国
民

年
金
保
険
料
の
領
収
証
書
は
大

切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

※

な
お
、
年
末
調
整
の
手
続
き

な
ど
に
つ
い
て
は
、
税
務
署
に

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

松
山
西
社
会
保
険
事
務
所

国
民
年
金
保
険
料
課

�
９
２
５
―
５
１
７
５

役
場
町
民
課
住
民
係

�
９
８
５
―
４
１
０
６

家
屋
を
取
り
壊
し
た
場
合
の

届
出
に
つ
い
て

固
定
資
産
税
の
課
税
対
象
と
な

る
家
屋
を
取
り
壊
し
た
場
合
に
は
、

松
山
地
方
法
務
局
で
建
物
滅
失
登

記
を
行
う
か
、
役
場
に
届
出
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
届
出
を
忘
れ
る
と
、

取
り
壊
し
た
家
屋
に
つ
い
て
も
翌

年
度
の
固
定
資
産
税
の
課
税
対
象

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

役
場
税
務
課
資
産
税
係

�
９
８
５
―
４
１
１
１

パ
ー
ト
収
入
と
税
金

夫
婦
で
収
入
の
あ
る
場
合
の
税
金

例
え
ば
、
夫
が
会
社
勤
務
、
妻

は
パ
ー
ト
収
入
の
み
の
場
合
を
考

え
て
み
ま
す
。

パ
ー
ト
収
入
は
、
通
常
給
与
所

得
と
な
り
、
パ
ー
ト
の
年
収
か
ら

給
与
所
得
控
除
（
最
低
６５
万
円
）

を
差
し
引
い
て
求
め
ま
す
。

〈
夫
の
配
偶
者
控
除
・
配
偶
者

特
別
控
除
に
つ
い
て
〉

妻
の
パ
ー
ト
収
入
が
１
０
３
万

円
以
下
で
あ
れ
ば
、
配
偶
者
控
除

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
妻
の
パ
ー
ト
収
入
が
、

１
０
３
万
円
を
超
え
て
も
１
４
１

万
円
未
満
で
あ
れ
ば
、
配
偶
者
特

別
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
な
お
、
配
偶
者
特
別
控
除
は
、

妻
の
パ
ー
ト
収
入
が
増
え
る
に
し

た
が
っ
て
段
階
的
に
減
少
し
ま
す
。

〈
妻
の
税
金
に
つ
い
て
〉

パ
ー
ト
収
入
が
１
０
３
万
円
以

下
で
あ
れ
ば
、
所
得
税
は
課
税
さ

れ
ま
せ
ん
が
、
町
県
民
税
は
課
税

さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

◆
年
金

◆
税

◆
募
集
・
一
日
健
康
教
室

・
文
化
セ
ン
タ
ー
一
日
教
室

12


